
○玉名市附属機関の設置等に関する条例 

平成２７年３月３１日 

条例第２号 

改正 平成２７年７月７日条例第２５号 

平成２７年９月３０日条例第３４号 

平成２７年１２月２８日条例第４４号 

平成２８年３月３１日条例第９号 

平成２８年９月３０日条例第３２号 

平成２８年９月３０日条例第３３号 

平成２９年３月３１日条例第４号 

平成２９年３月３１日条例第５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１３８条の４第３項及び地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第１４条の規定に基づき、附属機関の設置等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（設置） 

第２条 別表執行機関の欄に掲げる執行機関に、それぞれ同表附属機関の欄に掲げ

る附属機関を置く。 

（所掌事務） 

第３条 別表附属機関の欄に掲げる附属機関は、それぞれ同表所掌事項の欄に掲げ

る事項について、それぞれ同表事務の内容の欄に掲げる事務を所掌する。 

（組織） 

第４条 附属機関の委員の定数は、別表委員の定数の欄に掲げるとおりとする。 

２ 委員は、別表委員の構成の欄に掲げる者のうちから、それぞれ同表執行機関の

欄に掲げる執行機関が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、別表委員の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項

は、当該附属機関の属する執行機関が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



（玉名市特別職報酬等審議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 玉名市特別職報酬等審議会条例（平成１７年条例第４３号） 

(2) 玉名市農村地域工業等導入促進審議会条例（平成１７年条例第１１４号） 

(3) 玉名市農業振興地域整備促進協議会条例（平成１７年条例第１１６号） 

(4) 玉名市下水道事業審議会条例（平成１７年条例第１５１号） 

(5) 玉名市総合計画策定審議会条例（平成１８年条例第２号） 

(6) 玉名市情報化推進計画策定審議会条例（平成１９年条例第２７号） 

(7) 玉名市新しい学校づくり委員会条例（平成２４年条例第３４号） 

(8) 玉名市教育委員会外部評価委員会条例（平成２５年条例第６号） 

(9) 玉名市文化振興基本計画策定委員会条例（平成２５年条例第７号） 

(10) 玉名市本庁舎跡地等活用検討委員会条例（平成２６年条例第１号） 

(11) 玉名市都市再生整備計画事業評価委員会条例（平成２６年条例第４号） 

(12) 玉名市景観計画策定委員会条例（平成２６年条例第５号） 

(13) 玉名市教育振興基本計画策定委員会条例（平成２６年条例第６号） 

(14) 玉名市サッカー場建設検討委員会条例（平成２６年条例第７号） 

(15) 玉名市静光園老人ホーム民営化検討委員会条例（平成２６年条例第４４号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に玉名市教育委員会の教育長の職にある者が地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）

附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により玉名市教育委員会の委員とし

て在職する間における別表の規定の適用については、同表市長の部玉名市特別職

報酬等審議会の項中「、副市長及び教育長」とあるのは、「及び副市長」とする。 

４ この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関の委員にある者は、それぞれこの

条例の規定により設置された附属機関の委員として委嘱され、又は任命された委

員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第５条第１項の規定にかか

わらず、当該委員の残任期間とする。 

(1) 玉名市静光園老人ホーム民営化検討委員会 

(2) 玉名市農村地域工業等導入促進審議会 

(3) 玉名市農業振興地域整備促進協議会 

(4) 玉名市都市再生整備計画事業評価委員会 

(5) 玉名市景観計画策定委員会 

(6) 玉名市新しい学校づくり委員会 

（委員の任期の特例） 

５ この条例の施行後、玉名市下水道事業審議会の委員として最初に委嘱され、又

は任命される者の任期は、第５条第１項の規定にかかわらず、平成２８年３月３



１日までとする。 

附 則（平成２７年７月７日条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年９月３０日条例第３４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日条例第４４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表市長の部玉名市

特別職報酬等審議会の項の次に１項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

７年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中第６３号を第６４号とし、第５６号から第６２号までを１号ずつ繰

り下げ、第５５号の次に次の１号を加える。 

（

５

６）

玉名市歌検討委員会委員 日 ５，８００ 

附 則（平成２８年３月３１日条例第９号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年９月３０日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年９月３０日条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日条例第４号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日条例第５号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

別表（第２条―第５条関係） 

（平２７条例２５・平２７条例３４・平２７条例４４・平２８条例９・平

２８条例３２・平２８条例３３・平２９条例４・平２９条例５・一部改正） 

執行機

関 

附属機関 所掌事項 事務の内

容 

委員の定

数 

委員の構成 委員の任

期 

市長 玉名市補助（１） 補助金等審議 １０人以（１） 学識経当該委嘱



金等見直し

検討委員会 

の見直しに関す

ること。 

内 験を有する者 

（２） その他

市長が適当と

認める者 

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市特別

職報酬等審

議会 

（１） 議員報酬

及び政務活動費

の額並びに市

長、副市長及び

教育長の給料の

額に関するこ

と。 

審議 ７人以内（１） 本市の

区域内の公共

的団体等の代

表者その他住

民 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市歌選

考委員会 

（１） 玉名市歌

の歌詞及び曲の

選考に関するこ

と。 

（２） その他玉

名市歌の選考に

関し市長が必要

と認める事項に

関すること。 

審議 １０人以

内

（１） 専門的

知識を有する

者 

（２） その他

市長が適当と

認める者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市防災

行政無線施

設整備工事

業者選定委

員会 

（１） 防災行政

無線施設整備工

事業者の選定に

関すること。 

審査 ７人以内（１） 学識経

験を有する者 

（２） 関係行

政機関の職員 

（３） 副市長 

（４） 市長が

指名する職員 

（５） その他

市長が適当と

認める者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市総合

計画策定審

議会 

（１） 玉名市総

合計画の策定に

関すること。 

審議 ２５人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

２年



験を有する者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

玉名市行政

改革推進懇

話会 

（１） 玉名市行

政改革大綱の策

定及び推進に関

すること。 

（２） その他行

政改革に関し市

長が必要と認め

る事項に関する

こと。 

審議 ８人以内（１） 学識経

験を有する者 

（２） その他

市長が適当と

認める者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市自治

基本条例推

進委員会 

（１） 玉名市自

治基本条例の推

進に関するこ

と。 

（２） 玉名市自

治基本条例の推

進の検証に関す

ること。 

（３） 玉名市自

治基本条例の見

直しに関するこ

と。 

審議 １０人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

２年

玉名市行政

事務外部評

価委員会 

（１） 市が実施

する事務事業に

ついての外部評

価に関するこ

と。 

審査及び

審議 

２０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 公募に

よる者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

２年

玉名市総合

戦略審議会 

（１） 玉名市人

口ビジョンの策

定に関するこ

調査、審

査及び審

議 

１０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） その他

２年



と。 

（２） 玉名市総

合戦略の策定及

び検証に関する

こと。 

市長が適当と

認める者 

玉名市地域

公共交通会

議 

（１） 地域の実

情に応じた適切

な乗合旅客運送

の態様及び運

賃、料金等に関

すること。 

（２） 地域公共

交通総合連携計

画及び生活交通

確保維持改善計

画の策定及び変

更に関するこ

と。 

（３） 地域公共

交通総合連携計

画及び生活交通

確保維持改善計

画の実施に係る

連絡調整に関す

ること。 

（４） 地域公共

交通総合連携計

画及び生活交通

確保維持改善計

画に位置付けら

れた事業の実施

に関すること。 

（５） 市の総合

的な交通施策に

関すること。 

（６） 市運営有

審議 ２０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 住民又

は利用者の代

表者 

（３） 一般乗

合旅客自動車

運送事業者及

びその組織す

る団体の代表

者 

（４） 一般乗

用旅客自動車

運送事業者及

びその組織す

る団体の代表

者 

（５） 一般旅

客自動車運送

事業者の事業

用自動車の運

転者が組織す

る団体の代表

者 

（６） 国土交

通省九州運輸

局熊本運輸支

局長又はその

指名する者 

（７） 玉名警

察署長又はそ

２年



償運送の必要性

及び旅客から収

受する対価に関

すること。 

（７） その他地

域公共交通に関

し市長が必要と

認める事項に関

すること。 

の指名する者 

（８） 道路管

理者 

（９） 市長が

指名する職員 

（１０） その

他市長が適当

と認める者 

玉名市玉名

圏域定住自

立圏共生ビ

ジョン懇談

会 

（１） 玉名圏域

定住自立圏共生

ビジョンの策定

及び変更に関す

ること。 

（２） その他玉

名圏域定住自立

圏共生ビジョン

に関し市長が必

要と認める事項

に関すること。 

審議 ２１人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 関係す

る機関及び団

体の代表者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

２年

玉名市普通

財産評価委

員会 

（１） 未利用市

有財産の売払い

又は貸付けの価

格の評価に関す

ること。 

（２） その他未

利用市有財産の

利活用に関し市

長が必要と認め

る事項に関する

こと。 

調査及び

審議 

５人以内（１） 宅地建

物取引士の資

格を有する者 

（２） その他

市長が適当と

認める者 

２年

玉名市情報

化推進計画

策定審議会 

（１） 玉名市情

報化推進計画の

策定に関するこ

と。 

審議 ２０人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

１年



（３） 関係す

る機関及び団

体の代表者 

（４） その他

市長が適当と

認める者 

玉名市有償

運送運営協

議会 

（１） 自家用有

償旅客運送の登

録を申請する場

合における当該

運送の必要性及

び旅客から収受

する対価に関す

ること。 

（２） 道路運送

法（昭和２６年

法律第１８３

号）第７９条の

１２第１項第４

号の規定による

合意の解除に関

すること。 

（３） その他自

家用有償旅客運

送に関し市長が

必要と認める事

項に関するこ

と。 

審議 １２人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 市民又

は自家用有償

旅客運送の利

用が想定され

る者 

（３） 市を営

業区域に含む

バス事業者、

タクシー事業

者その他の一

般旅客自動車

運送事業者 

（４） 前号の

事業者が組織

する団体の代

表者が指名す

る者 

（５） 九州運

輸局長若しく

は熊本運輸支

局長又はその

指名する職員 

（６） 関係す

る一般旅客自

動車運送事業

者の事業用自

動車の運転者

が組織する団

２年



体の代表者が

指名する者 

（７） 市にお

いて現に自家

用有償旅客運

送を行ってい

る特定非営利

活動法人等の

団体に所属す

る者のうちそ

の代表者が指

名する者 

（８） 市長が

指名する職員 

（９） その他

市長が適当と

認める者 

玉名市地域

福祉計画策

定委員会 

（１） 玉名市地

域福祉計画の策

定に関するこ

と。 

審議 １７人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 関係す

る機関及び団

体の代表者 

（４） その他

市長が適当と

認める者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市障害

者計画及び

障害福祉計

画策定委員

会 

（１） 玉名市障

害者計画及び障

害福祉計画の策

定に関するこ

と。 

審議 １５人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 関係す

る機関及び団

体の代表者 

（４） その他

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 



市長が適当と

認める者 

玉名市災害

弔慰金等支

給審査会 

（１） 災害弔慰

金及び災害障害

見舞金の支給に

関すること。 

（２） その他災

害弔慰金及び災

害障害見舞金の

支給に関し市長

が必要と認める

事項に関するこ

と。 

調査及び

審議 

５人以内（１） 専門的

知識を有する

者 

（２） 医師 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

２年

玉名市高齢

者福祉及び

介護保険運

営協議会 

（１） 玉名市高

齢者福祉計画及

び介護保険事業

計画の策定に関

すること。 

（２） 玉名市高

齢者福祉計画及

び介護保険事業

計画の推進、進

捗状況の確認等

に関すること。 

（３） 玉名市地

域包括支援セン

ターの運営に関

すること。 

（４） 地域密着

型サービスの指

定及び運営に関

すること。 

（５） その他高

齢者福祉及び介

護保険事業に関

審議 ２０人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 住民の

代表者 

（４） 保健、

医療及び福祉

に関係する団

体の代表者 

（５） 関係行

政機関の職員 

（６） その他

市長が適当と

認める者 

３年



し市長が必要と

認める事項に関

すること。 

玉名市健康

づくり推進

協議会 

（１） 市民の健

康づくりに関す

る総合的な施策

の推進に関する

こと。 

（２） 市民、各

種団体、関係機

関等との連携及

び協働による各

種保健事業の推

進に関するこ

と。 

（３） その他健

康づくりに関し

市長が必要と認

める事項に関す

ること。 

審議 ２０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 保健及

び医療に関係

する団体の代

表者 

（３） 関係す

る機関及び団

体の代表者 

（４） 関係行

政機関の職員 

２年

玉名市予防

接種健康被

害調査委員

会 

（１） 予防接種

を受けたことに

起因する疾病、

障害又は死亡

（以下「健康被

害」という。）

に関すること。 

（２） 健康被害

を受けた者に対

する措置に関す

ること。 

（３） その他健

康被害に関し市

長が必要と認め

る事項に関する

調査 ６人以内（１） 市長 

（２） 有明保

健所長 

（３） 玉名郡

市医師会の代

表者 

３年



こと。 

玉名市歯科

保健推進検

討委員会 

（１） 地域にお

ける歯科保健サ

ービスの推進に

関すること。 

（２） 歯科保健

医療分野におけ

る、保健、医療、

福祉及び教育に

関係する者等の

連携に関するこ

と。 

（３） その他歯

科保健に関し市

長が必要と認め

る事項に関する

こと。 

審議 １０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 地域歯

科保健団体の

代表者 

（３） 保健衛

生団体の代表

者 

（４） 社会福

祉団体の代表

者 

（５） 教育関

係団体の代表

者 

（６） その他

市長が適当と

認める者 

２年

玉名市食育

推進連携会

議 

（１） 玉名市食

育推進計画の推

進に関するこ

と。 

（２） 玉名市食

育推進計画の評

価及び見直しに

関すること。 

（３） その他食

育の推進に関し

市長が必要と認

める事項に関す

ること。 

審査及び

審議 

２５人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 食育の

推進に関係す

る機関及び団

体の代表者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

２年

玉名市立保

育所運営法

人選定委員

会 

（１） 玉名市立

保育所運営法人

の選定に関する

こと。 

審査 ８人以内（１） 学識経

験を有する者 

（２） 関係す

る機関及び団

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が



体の代表者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

終了する

までの期

間 

玉名市公立

保育所の在

り方検討委

員会 

（１） 玉名市公

立保育所の今後

の役割に関する

こと。 

（２） 玉名市公

立保育所の民営

化に関するこ

と。 

（３） その他玉

名市公立保育所

の在り方に関し

市長が必要と認

める事項に関す

ること。 

審議 １０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 関係す

る機関及び団

体の代表者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市農村

地域工業等

導入促進審

議会 

（１） 農村地域

工業等導入実施

計画の策定及び

変更に関するこ

と。 

（２） 農村地域

工業等導入実施

計画に基づく実

施に関するこ

と。 

（３） その他農

村地域工業等導

入促進に関し市

長が必要と認め

る事項に関する

こと。 

調査及び

審議 

２２人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 農業委

員会委員 

（３） 学識経

験を有する者 

（４） 農業協

同組合、土地

改良区及び農

業団体の代表

者 

（５） 漁業協

同組合の代表

者 

（６） 商工業

団体の代表者 

２年

玉名市農業（１） 農業振興調査及び２３人以（１） 市議会 ２年



振興地域整

備促進協議

会 

地域整備計画の

策定及び変更に

関すること。 

（２） 農業振興

地域整備計画に

基づく事業の実

施に関するこ

と。 

（３） その他農

業振興地域の整

備に関し市長が

必要と認める事

項に関するこ

と。 

審議 内 議員 

（２） 農業委

員会委員 

（３） 学識経

験を有する者 

（４） 農業協

同組合、土地

改良区及び農

業団体の代表

者 

玉名市人・

農地プラン

検討委員会 

（１） 人・農地

プランの作成の

ための検討に関

すること。 

（２） 人・農地

プランの審査に

関すること。 

（３） その他

人・農地プラン

に関し市長が必

要と認める事項

に関すること。 

審査及び

審議 

２０人以

内

（１） 農業委

員会委員 

（２） 農業協

同組合の代表

者 

（３） 土地改

良区の代表者 

（４） 大規模

農業個別経営

者 

（５） 農業法

人経営者 

（６） 集落営

農組織の代表

者 

１年

玉名市６次

産業活性化

委員会 

（１） ６次産業

化推進のための

施策の検討に関

すること。 

（２） ６次産業

に係る調査及び

調査、審

査及び審

議 

１０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 専門的

知識を有する

者 

（３） 農林水

１年



助言に関するこ

と。 

（３） ６次産業

推進事業補助金

に係る申請の審

査に関するこ

と。 

（４） その他６

次産業の活性化

に関し市長が必

要と認める事項

に関すること。 

産業に従事す

る者 

（４） 商工業

に従事する者 

（５） その他

市長が適当と

認める者 

玉名市土地

改良事業換

地委員会 

（１） 換地計画

に関すること。 

（２） 一時利用

地の指定に関す

ること。 

（３） 従前地及

び換地の評定に

関すること。 

（４） 建物、立

木その他の物件

の評定に関する

こと。 

（５） 所有権そ

の他権利の評定

に関すること。 

（６） その他土

地改良事業に係

る換地に関し市

長が必要と認め

る事項に関する

こと。 

調査及び

審議 

２２人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 土地改

良事業に係る

事業参加者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市都市

再生整備計

（１） 都市再生

整備計画により

審査及び

審議 

４人以内（１） 学識経

験を有する者 

当該委嘱

又は任命



画事業評価

委員会 

実施された事業

の事後評価に関

すること。 

（２） 今後のま

ちづくり方策等

に関すること。 

（３） その他都

市再生整備計画

事業に関し市長

が必要と認める

事項に関するこ

と。 

（２） 都市計

画及びまちづ

くりに識見を

有する者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市合併

処理浄化槽

事業審議会 

（１） 合併処理

浄化槽事業に係

る使用料、分担

金又は補助金及

び運営等に関し

必要な事項に関

すること。 

審議 １６人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 合併処

理浄化槽事業

を実施する地

域の代表者 

（４） 公共的

団体等の代表

者 

（５） その他

市長が適当と

認める者 

２年

教育委

員会 

玉名市教育

委員会外部

評価委員会 

（１） 教育委員

会が実施する事

務及び事業の管

理及び執行の状

況についての点

検及び評価に関

すること。 

審査 ５人以内（１） 教育に

関し学識経験

を有する者 

２年

玉名市教育

振興基本計

（１） 教育振興

基本計画の策定

調査及び

審議 

１０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

当該委嘱

又は任命



画策定委員

会 

業務の内容の調

査及び研究に関

すること。 

（２） 教育振興

基本計画の内容

の検討に関する

こと。 

（３） その他教

育振興基本計画

の策定に関し教

育委員会が必要

と認める事項に

関すること。 

（２） 学校関

係者 

（３） 社会教

育関係者 

（４） その他

教育委員会が

適当と認める

者 

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市学校

規模適正化

審議会 

（１） 市立学校

の適正規模に関

し必要な事項に

関すること。 

審議 ２０人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 関係す

る機関及び団

体の代表者 

（４） その他

教育委員会が

適当と認める

者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

玉名市新し

い学校づく

り委員会 

（１） 新設校の

校名、校章、校

歌、制服等に関

すること。 

（２） 新設校の

PTAの組織及び

運営に関するこ

と。 

（３） 新設校の

通学の手段及び

安全確保に関す

調査及び

審議 

３１人以

内

（１） 行政区

の代表者 

（２） 児童又

は生徒の保護

者の代表者 

（３） 地域の

代表者 

（４） 学校職

員 

（５） その他

教育委員会が

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 



ること。 

（４） 新設校の

教育課程及び学

校行事に関する

こと。 

（５） 新設校又

は対象校（学校

再編により閉校

となる学校をい

う。以下同じ。）

の施設の整備並

びに設備及び備

品に関するこ

と。 

（６） 対象校の

歴史資料等の保

存及び行事等の

継承に関するこ

と。 

（７） 対象校の

跡地利用に関す

ること。 

（８） その他新

設校又は対象校

に関し教育委員

会が必要と認め

る事項に関する

こと。 

適当と認める

者 

玉名市教育

支援委員会 

（１） 教育上特

別な取扱いを要

する児童生徒の

心身の故障の種

類、程度等の判

断についての調

査及び審議に関

すること。 

調査及び

審議 

３０人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 医師 

（３） 児童相

談員 

（４） 保健師 

（５） 小中学

校の校長及び

１年



（２） 教育上特

別な取扱いを要

する児童生徒に

係る就学指導及

び教育相談に関

すること。 

教員 

（６） 教育委

員会事務局の

職員 

玉名市育英

奨学生選考

委員会 

（１） 育英奨学

金の給付を受け

る者の選考に関

すること。 

審査 ７人（１） 市議会

議長 

（２） 市議会

文教厚生委員

長 

（３） 中学校

長 

（４） 副市長 

（５） 総務部

長 

（６） 教育長 

（７） 教育部

長 

１年

玉名市玉名

中央学校給

食センター

運営委員会 

（１） 学校給食

に関する重要な

事項に関するこ

と。 

審議 ３３人（１） PTA会長 

（２） 有明保

健所の代表者 

（３） 小中学

校の校長 

１年

玉名市岱明

学校給食セ

ンター運営

委員会 

（１） 学校給食

に関する重要な

事項に関するこ

と。 

審議 １１人（１） PTA会長 

（２） 有明保

健所の代表者 

（３） 小中学

校の校長 

１年

玉名市天水

学校給食セ

ンター運営

委員会 

（１） 学校給食

に関する重要な

事項に関するこ

と。 

審議 ９人（１） PTA会長 

（２） 有明保

健所の代表者 

（３） 小中学

校の校長 

１年

玉名市青少（１） 青少年セ審議 １３人以（１） 学識経 ２年



年センター

運営協議会 

ンターの運営及

び活動に関する

こと。 

（２） 青少年セ

ンターが行う事

業の推進及び進

捗状況の確認に

関すること。 

内 験を有する者 

（２） 青少年

に関係する機

関又は団体の

代表者 

玉名市文化

振興基本計

画策定委員

会 

（１） 玉名市文

化振興基本計画

の策定業務の内

容の調査及び研

究に関するこ

と。 

（２） 玉名市文

化振興基本計画

の内容の検討に

関すること。 

（３） その他玉

名市文化振興基

本計画の策定に

関し教育委員会

が必要と認める

事項に関するこ

と。 

調査及び

審議 

１５人以

内

（１） 学識経

験を有する者 

（２） 関係行

政機関の職員 

（３） その他

教育委員会が

適当と認める

者 

２年

公営企

業管理

者の権

限を行

う市長 

玉名市水道

事業評価委

員会 

（１） 水道施設

整備事業の事前

評価に関するこ

と。 

（２） 水道施設

整備事業の再評

価に関するこ

と。 

（３） その他水

道施設整備事業

審査 ５人以内（１） 学識経

験を有する者 

（２） 水道使

用者 

（３） その他

市長が適当と

認める者 

委嘱を受

けた日の

属する年

度の末日

までの期

間 



に関し市長が必

要と認める事項

に関すること。 

玉名市上下

水道事業審

議会 

（１） 次に掲げ

る事業に係る使

用料、負担金、

分担金又は補助

金及び運営等に

関し必要な事項

に関すること。 

ア 水道事業 

イ 公共下水道

事業 

ウ 農業集落排

水事業 

エ その他上下

水道事業に関

する事業 

審議 １６人以

内

（１） 市議会

議員 

（２） 学識経

験を有する者 

（３） 上下水

道事業を実施

する地域の代

表者 

（４） 公共的

団体等の代表

者 

（５） その他

市長が適当と

認める者 

２年

 


